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   府中市教育委員会事務局職務権限規程の一部を改正する規程 

 

 府中市教育委員会事務局職務権限規程（昭和５２年１１月教育委員会規程第 

１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条中「及び所長（以下「係長」という。）」を削る。 

 別表第１共通権限事項表中第２項及び第３項を削り、第４項を第２項とし、第

５項から第１０項までを２項ずつ繰り上げ、同表第１１項中「あいさつ文等」を

「挨拶文等」に改め、同項を同表第９項とし、同表中第１２項を第１０項とし、

第１３項から第２２項までを２項ずつ繰り上げ、第２３項を第２２項とし、同項

の前に次の１項を加える。 

21 
係の業務を管理し、所属職員を指

導すること。 
   ○  

 別表第１共通権限事項表中第２４項を第２３項とし、同項の次に次の１項を加

える。 

24 係の業務を報告すること。    ○  

 別表第１共通権限事項表中第４１項を削り、第４０項を第４１項とし、第３４

項から第３９項までを１項ずつ繰り下げ、第３３項の次に次の１項を加える。 

34 係の会議を主宰すること。    ○  

 別表第１共通権限事項表中第４２項を削り、第４３項を第４２項とし、第４４

項及び第４５項を削り、第４６項を第４３項とし、第４７項から第５３項までを

３項ずつ繰り上げ、同表第５４項中 

「 

 ○      

                   」 

を 

「 

 ○ ○     

                   」 

に改め、同項を同表第５１項とし、同表中第５５項及び第５６項を削り、第５７
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項を第５２項とし、第５８項を削り、第５９項を第５３項とし、第６０項から第

６５項までを６項ずつ繰り上げ、同表第６６項中「職員課長」を「職員課主幹」

に改め、同項を同表第６０項とし、同表中第６７項を第６１項とし、第６８項か

ら第７１項までを６項ずつ繰り上げ、同表第７２項中「職員課長（宿泊の場合）」

を「職員課主幹（管外出張の場合）」に改め、同項を同表第６６項とし、同表中第

７３項を第６７項とし、第７４項から第１０４項までを６項ずつ繰り上げ、第 

１０５項を削り、第１０６項を第９９項とし、第１０７項から第１１８項までを

７項ずつ繰り上げ、第１１９号を削り、第１２０項を第１１２項とし、第１２１

項を第１１３項とし、同表第１２２項中 

「 

○       

                   」 

を 

「 

 ○      

                   」 

に改め、同項を同表第１１４項とし、同表第１２３項中 

「 

○       

                   」 

を 

「 

 ○      

                   」 

に改め、同項を同表第１１５項とし、同表中第１２４項を第１１６項とし、第 

１２５項を第１１７項とし、第１２６項を第１１８項とし、第１２７項を削り、

第１２８項を第１１９項とし、第１２９項から第１３１項までを９項ずつ繰り上

げ、第１３２項を削り、第１３３項を第１２３項とし、第１３４項から第１４５

項までを１０項ずつ繰り上げ、同表に次の２項を加える。 
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136 
保有個人情報の目的外利用又は外

部提供をすること（次項に定めるも
のを除く。）について決定すること。 

 ○    

 
 
 
 

137 

本人の同意なく国又は地方公共団
体以外のものから個人情報を取得す
ること、要配慮個人情報を収集する
こと、本人の同意なく国又は地方公
共団体以外のものに対して保有個人
情報の外部提供をすること及び国、
地方公共団体その他市以外のものと
電子計算組織を結合することについ
て決定すること。 

 ○   広聴相談課長 

 別表第２個別権限事項表を次のように改める。 

 教育部 

  教育総務課 総務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教育委員会の招集手続をすること。 ○    

2 規則、規程等を審査し、公布すること。 ○    

3 条例の制定について申し出ること。 ○    

4 職員研修計画を立案し、実施すること。   ○  

5 職員の予防接種等を実施すること。   ○  

6 自己申告制度を実施すること。  ○   

7 職員定数計画を立案すること。  ○   

8 職員定数計画に関する調査をするこ

と。 
  〇  

9 職員団体と交渉すること。 ○    

10 職員団体との交渉事項に関し、調整

し、資料を作成すること。 
  ○  

11 公平審査に伴う答弁書、関係資料を作

成すること。 
  ○  

12 分限、懲戒に伴う資料を作成するこ

と。 
 ○   

13 分限懲戒処分（係長以上の職にある者

を除く）を決定すること。 
○    

14 永年勤続表彰を決定すること。 ○    

15 永年勤続職員に感謝状を贈呈するこ

と。 
 ○   

16 職員の配置計画を立案すること。  ○   

17 職員採用計画、採用基準を決定するこ

と。 
○    

18 新規採用職員の募集要綱を作成する

こと。 
 ○   

19 新規採用職員試験問題を作成するこ

と。 
 ○   

20 新規採用職員試験を実施すること。  ○   
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21 新規採用職員の合格者を決定するこ

と。 
○    

22 採用候補者名簿に候補者を登載する

こと。 
  ○  

23 新規採用職員の採用及び初任給を決

定すること。 
○    

24 新規採用職員の配属を決定すること。 ○    

25 職員異動計画を立案すること。  ○   

26 異動を決定すること。 ○    

27 勧奨退職制度を調査し、研究するこ

と。 
  ○  

28 勧奨退職の実施基準を決定すること。 ○    

29 勧奨退職該当者を決定すること。  ○   

30 勧奨退職を承認すること。 ○    

31 教育委員会採用職員の普通退職を承

認すること。 
○    

32 定期昇給を決定すること。 ○    

33 特別昇給を決定すること。 ○    

34 育児休業を承認すること。  ○   

35 給与の減額を決定すること。   ○  

36 定例校長会を招集し、運営すること。  ○   

37 定例副校長会を招集し、運営するこ

と。 
 ○   

38 地方教育財行政調査を実施すること。  ○   

39 新規事務事業の調整を行うこと。 ○    

40 学校警備に関する事務を行うこと。  ○   

41 職務免除を許可すること。  ○ ○ 所属長 

42 職員（学校等施設を除く）の勤務時間

を決定すること。 
○    

43 公務災害認定請求書及び通勤災害認

定請求書を受理し、審査すること。 
  ○  

44 公務災害等の第三者行為に関する補

償請求を決定すること。 
  ○ 職員課主幹 

45 教育委員会訪問の調整を行うこと。   ○  

46 教育委員会表彰に関する事務を統括

すること。 
  ○  

47 交際費の支出を決定すること。 ○    

48 交際費の保管・受払いをすること。   ○  

49 教育行政に関する相談の受付に関す

ること。 
  ○  

50 学校教育プランの進行管理をするこ

と。 
○    

51 教育委員会の広報の編集会議を招集

し、運営すること。 
  ○  

52 教育委員会の広報を発行すること。  ○   

53 教育委員会のホームページを管理す

ること。 
  ○  



- 5 - 

54 市長部局との連絡調整に関すること。  ○   

55 教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価に係

る報告書の原案を作成すること。 

○    

56 教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価の庶

務に関する事項を処理すること。 

  ○  

57 教育委員会の教育目標案を作成する

こと。 
○    

  教育総務課 学校庶務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 学校配当予算の執行基準を作成するこ

と。 
○   

 

2 学校の物品の年間購入計画を策定する

こと。 
 ○  

  

3 管理用備品・教科用備品の管理・更新

に関すること。 
 ○  

  

4 学校の現金管理を指導すること。   ○   

5 私費負担計画を立案し、決定すること。  ○    

6 学校の私費負担計画の実施状況を指導 

監督すること。 
 ○  

  

7 学校への寄付に関し審査し、採否を決 

定すること。 
○   

  

8 学校の電気水道電話等の使用について 

管理すること。 
  ○ 

  

9 奨学資金の貸付け及び給付の募集に関 

すること。 
  ○ 

  

10 奨学資金の貸付け及び給付の申込み

を受け付け、申請書を審査すること。 
  ○ 

  

11 奨学資金の奨学生選考審査会で審査

をし、奨学生を決定すること。 
 ○  

  

12 奨学資金の貸付け及び給付台帳を作

成し、管理すること。 
  ○ 

  

13 奨学資金の収納に関すること。   ○   

  学校施設課 管理係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 学校施設及び八ヶ岳府中山荘の維持

保全に係る調査、保守及び修繕を行うこ

と。 

  ○ 

 

2 学校施設台帳を作成し、管理するこ

と。 
  ○ 

 

3 新設学校設置届を作成すること。  ○   

4 八ヶ岳府中山荘の使用を許可するこ

と。 
  ○ 
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5 学校施設の目的外使用を許可するこ

と。 
  ○ 

 

6 学校施設及び八ヶ岳府中山荘の保全

計画を立案すること。 
 ○  

 

7 通学路の承認をすること。  ○   

8 通学路を整備すること。   ○  

9 開発事業の実施に伴う通学路の安全に

係る協議をすること。 
  ○ 

 

10 教育施設整備指定寄附金に係る協議

をすること。 
○   

 

11 学校施設に係る土地及び家屋等公有

財産の取得及び処分に関する協議をす

ること。 

 ○  

 

12 学校施設の機械警備に関すること。   ○  

13 国又は都へ補助事業の要望、申請及び

実績報告をすること。 
 ○  

 

  学校施設課 整備係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 学校施設の改良保全に係る調査及び工

事を行うこと。 
  ○ 

 

2 学校施設の工事を監督し、指示するこ

と。 
  ○ 

 

3 学校施設の工事に係る説明会等を行う

こと。 
 ○  

 

4 学校施設の工事に伴う関係機関への届

出を行うこと。 
 ○  

 

5 学校施設の工事監督員を通知するこ

と。 
  ○ 

 

6 学校施設の工事に係る工事成績評定表

を作成すること。 
 ○  

 

7 学校施設の工事台帳を作成し、管理す

ること。 
  ○ 

 

8 受注者提出書類基準に基づく書類を受

理し、処理すること。 
  ○ 

 

9 学校施設の改築・長寿命化改修に係る

事業の実施に関すること。 
○   

 

10 学校施設の改築・長寿命化改修計画を

策定すること。 
○   

 

11 学校施設の改築・長寿命化改修計画の

策定について関係各課との連絡会等を

開催すること。 

  ○ 

 

12 学校施設老朽化対策推進協議会を運

営すること。 
  ○ 
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  学務保健課 学務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 入学児童・生徒名簿を作成すること。   ○  

2 入学・就学を指定すること。  ○    

3 就学猶予・免除を決定すること。  ○  指導室長 

4 学校指定変更の申立てを受理し、決定

すること。 
  ○   

5 学校区域外就学願書を受理し、決定す

ること。 
 ○    

6 児童・生徒数に応じた学級編制の計画

を決定すること。 
○   指導室長 

7 学級編制について東京都教育委員会に

届け出ること。 
○   指導室長 

8 転退学を決定すること。   ○   

9 就学を証明すること。   ○   

10 外国人の就学申請を受理し、審査決定

をすること。 
○   指導室長 

11 学区域の変更について調査すること   ○   

12 学区域の変更について立案すること ○   指導室長 

13 児童・生徒数の推計に関すること。 ○     

14 学校医等を委嘱すること。 ○     

15 学校医等の報酬を決定すること。 ○     

16 学校医等の報酬を支払うこと。   ○   

17 児童・生徒の定期健康診断の年間計画

を立案し、実施すること。 
 ○  指導室長 

18 児童・生徒の臨時健康診断の計画を立

案し、実施すること。 
 ○  指導室長 

19 児童・生徒の心臓病、結核、腎臓病、

糖尿病検診の計画を立案し、実施するこ

と。 

 ○    

20 生徒の貧血検査の計画を立案し、実施

すること。 
 ○    

21 就学時健康診断の計画を立案するこ

と。  ○  

学校長 

教育総務課長 

指導室長 

22 感染症登校証明手数料を支出するこ

と。 
  ○   

23 林間学校を開設し、運営すること。  ○    

24 セカンドスクールを開設し、運営する

こと。 
 ○  指導室長 

25 移動教室を開設し、運営すること。  ○   

26 学校環境衛生の年間計画を作成する

こと。 
 ○   

27 学校プール応急指定医を委託するこ

と。 
 ○   
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28 学校プールの水質検査を実施するこ

と。 
  ○  

29 学校飲料水の水質検査を実施するこ

と。 
  ○  

30 統計資料を作成し、報告すること。   ○  

31 学校保健用計量器の保守点検を実施

すること。 
  ○  

32 日本スポーツ振興センターに係る事

務を処理すること。 
  ○  

33 学校賠償責任保険に係る事務を処理

すること。 
  ○  

34 学校の全部又は一部の休業を決定す

ること。 
○    

35 保健連絡会を招集し、運営すること   ○  

36 学校保健会の事務に関すること。  ○   

37 特別支援学級の入学・就学を決定する

こと。 
 ○   

38 特別支援学級に係る学校指定変更の

申立てを受理すること。 
  ○  

39 特別支援学級の入学児童・生徒名簿を

作成すること。 
  ○  

40 特別支援学級の転退学を決定するこ

と。 
  ○  

41 要保護、準要保護児童・生徒を決定す

ること。 
 ○   

42 就学援助費を支給すること。   ○  

43 就学援助計画を立案すること。 ○    

  学務保健課 給食センター 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 給食センター運営審議会委員を委嘱

すること。 
○   

 

2 給食センター運営審議会を運営する

こと。 
 ○  

  

3 給食の計画を立案すること。   ○   

4 献立細案を作成すること。   ○   

5 給食物資の予定価額を定めること。   ○   

6 給食物資の開札を実施すること。   ○   

7 給食物資を検収すること。   ○  

8 給食に係る学校行事等の連絡を受け、

調整すること。 
  ○ 

 

9 学校給食配膳日誌の点検をすること。   ○  

10 日報配食日誌を作成すること。   ○  

11 物資供給契約をすること。   ○   

12 給食主任会を招集し、運営すること   ○   

13 指名業者を選定すること。   ○   
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14 給食センターの維持管理をすること   ○   

15 学校給食申込書を受領し、保管する

こと。 
  ○ 

 

16 給食基本台帳を作成し、保管するこ

と。 
  ○ 

  

17 給食費を決定すること。 ○     

18 給食費納入通知書を作成し、送付す

ること。 
  ○ 

  

19 給食費の督促をすること。   ○   

20 給食費の消込みをすること。   ○   

21 給食費の未納者を調査し、未納金を

徴収すること。 
  ○ 

  

22 給食費の還付を決定すること。   ○   

23 給食配膳業務を実施すること。   ○   

24 食育推進事業を実施すること。   ○   

25 消防計画を立案し、避難訓練を実施

すること 
  ○ 

  

26 アレルギー児童・生徒の給食を検討

し、実施すること 
 ○  

  

27 食品衛生検査を委託すること。   ○   

28 学校給食の実態調査を実施するこ

と。 
  ○ 

  

29 給食業務民間委託を実施すること。   ○   

30 栄養士会を招集し、運営すること。   ○   

31 学校給食代替費用助成金事務を処理

すること。 
  ○ 

 

  指導室 教職員係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教職員の人事記録、給与台帳及び勤務

関係台帳等の管理をすること。 
  ○ 

 

2 教職員の配置計画を立案すること。 ○     

3 教職員の配置、採用、退職、休職を内

申すること。 
○   

  

4 校長、教頭及び充て指導主事の配置を

立案すること。 
○   

  

5 教職員の人事に関する調査をし、報告

すること。 
○  ○ 

  

6 教職員の服務管理をすること。  ○    

7 教職員の兼職の承認及び兼業の許可

に関すること。 
○   

  

8 教職員の人事評価を実施すること。 ○     

9 教職員の分限、懲戒事由を内申するこ

と。 
○   

  

10 教職員の証明書類を発行すること。   ○   
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11 主任・特別支援学級担当者の報告を

受理すること。 
  ○ 

  

12 永年勤続者の調査をすること。   ○   

13 教職員に係わる表彰の推薦をするこ

と。 
  ○ 

  

14 在外日本人学校派遣生の募集、推薦

をすること。 
○   

  

15 新教育大学大学院・大学院設置基準

第１４条適用大学院への派遣生の募

集、推薦をすること。 

○   

  

16 教職員海外派遣生の募集、推薦をす

ること。 
○   

  

17 教職員等中央研修講座の受講生の募

集、推薦をすること。 
○   

  

18 教職員の昇格選考試験の資格を審査

すること。 
  ○ 

  

19 教職員の昇格及び昇給の内申をする

こと。 
  ○ 

  

20 校長の休暇、出張を許可すること。 ○     

21 校長の海外旅行を許可すること。 ○     

22 事務職員及び栄養士の時間外手当の

配分を決定すること。 
  ○ 

  

23 校長の給与に関する各種申請を審査

すること。 
○   

  

24 教職員の給与報償事務を処理するこ

と。 
  ○ 

  

25 教職員の給与の資料を収集し、審査

報告すること。 
  ○ 

  

26 教職員の児童手当等の資料を収集審

査し、認定報告すること。 
  ○ 

  

27 執行委任事務を行うこと。   ○   

28 教職員の旅費を支給すること。   ○   

29 教職員の旅費を配分すること。   ○   

30 補助教員の配置について、都の承認

を得ること。 
  ○ 

  

31 非常勤講師の採用、退職を発令する

こと。 
  ○ 

  

32 非常勤講師の各種調査報告をするこ

と。 
  ○ 

  

33 非常勤講師の報酬請求を審査し、支

払を行うこと。 
  ○ 

  

34 市費の非常勤講師を配置すること。  ○    

35 教職員団体との話し合い事項を調査

し、資料を作成すること。 
  ○ 

  

36 教職員団体の調査をすること。   ○   

37 教職員団体活動を許可すること。   ○   

38 教職員に被服を貸与すること。   ○   
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39 教職員の定期健康診断を行うこと。   ○   

40 教職員に係わる叙勲、褒賞等の事務

を総括すること。 
○   

  

41 教育実習生の受け入れを承認するこ

と。 
  ○ 

  

  指導室 指導係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教育課程の編成方針を策定すること。 ○    

2 教育課程を受理すること。 ○     

3 学校の組織編成、教育課程、学習指導、

生徒指導に関し助言指導すること。 
  ○ 

  

4 教職員研修の年間事業計画を立案し、

決定すること。 
 ○  

  

5 教職員研修を実施すること。   ○   

6 教職員委託研究を立案し、決定するこ

と。 
 ○  

  

7 教育施策の企画、立案をすること。   ○   

8 教職員委託研究、研修に助言指導する

こと。 
  ○ 

  

9 各種研究会委員等を依頼すること。 ○     

10 教育研究発表会を計画し、実施する

こと。 
  ○ 

  

11 指導室訪問を計画し、実施すること。   ○   

12 使用教材の届出を受理すること。   ○   

13 遠足、実地見学の届出を受理するこ

と。 
  ○ 

  

14 修学旅行、宿泊訓練を承認すること。  ○    

15 校外指導の届出を受理すること。   ○   

16 児童・生徒の指導にかかる事故報告

を受理すること。 
○   

  

17 副読本を編纂し、発行すること。 ○     

18 国・都の研修員を募集し、推薦するこ

と。 
○   

  

19 各機関の要請による、審査員（教員）

を推薦すること。 
  ○ 

  

20 校内研修等研修費を決定すること。   ○   

21 中学卒業生の進路状況を調査し、統

計資料を作成すること。 
  ○ 

  

22 優良卒業生及び優良校等を推薦する

こと。 
  ○ 

  

23 研究協力校及び研究推進校等を委託

すること。 
○   

  

24 小学生姉妹都市交流を実施するこ

と。 
  ○ 

  

25 夏季休業中の水泳指導事務を処理す

ること。 
  ○ 
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26 中学校部活動指導事務を処理するこ

と。 
  ○ 

  

27 各種研修、研究報告書を発行するこ

と。 
  ○ 

  

28 音楽鑑賞教室の申請をすること。   ○   

29 生徒会育成事業を計画し、実施する

こと。 
  ○ 

  

30 小学校第３学年の社会科見学のバス

を配車すること。 
  ○ 

  

31 外国語活動指導助手(ALT)を配置す

ること。 
  ○ 

  

32 海外帰国児童・生徒等指導事務を処

理すること。 
  ○ 

  

33 各種協議会等の負担金事務を処理す

ること。 
  ○ 

  

34 修学旅行補助金事務を処理するこ

と。 
  ○ 

  

35 東京都予算の執行委任を処理するこ

と。 
  ○ 

  

36 学校支援ボランティア事業等を実施

すること。 
  ○ 

  

37 国際理解教育推進事業を実施するこ

と。 
  ○ 

  

38 不登校等月報を集計し、分析するこ

と。 
  ○ 

  

39 不登校対策委員会を運営すること。   ○   

40 学校評価事業を運営すること。   ○   

41 環境教育推進事業を実施すること。   ○   

42 中学校職場体験学習に関する事務を

処理すること。 
  ○ 

  

43 その他適時の事業を開催すること。   ○   

44 学校経営支援事業を実施すること。   ○  

45 教育の日に係る事業を実施するこ

と。 
  ○ 

 

46 指導方法改善調査を実施すること。   ○  

47 コミュニティ・スクール事業を実施

すること。 
  ○ 

 

48 学校情報配信サービスを実施するこ

と。 
  ○ 

 

49 副校長等校務改善支援事業を実施す

ること。 
  ○ 

 

50 小・中連携、一貫教育事業を実施する

こと。 
  ○ 

 

51 教科書の無償給与を実施すること。   ○  

52 教科書採択計画を作成し、管理する

こと。 
  ○ 

 

53 教科書採択要綱に基づく各種委員を

委嘱すること。 
○   
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54 いじめ問題対策委員会を運営するこ

と。 
  ○ 

 

55 小・中学校人権作文発表会に関する

こと。 
  ○ 

 

56 教育相談に関すること。   〇  

57 巡回相談に関すること。   〇  

58 就学・転学相談に関すること。   〇  

59 学校教育ネットワークに関するこ

と。 
  ○ 

 

60 学校教育の情報セキュリティに関す

ること。 
  ○ 

 

  指導室 教育センター 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教育センター年間事業計画を立案し、

決定すること。 
 ○  

  

2 教育センター運営協議会委員を依頼

すること。 
 ○  

  

3 教育センター運営協議会への協議事

項を決定すること。 
 ○  

  

4 教育センター運営協議会を開催する

こと。 
  ○ 

  

5 教育センターの施設管理に関するこ

と。 
  ○ 

  

6 けやき教室を運営すること。   ○   

7 特別支援教育の総合計画を立案する

こと。 
○   

  

8 特別支援教育協議会委員を依頼する

こと。 
○   

  

9 特別支援教育協議会を運営すること。   ○   

10 特別支援学級設置校長会を招集し、

運営すること。 
  ○ 

  

11 心身障害児に関する調査をし、報告

すること。 
  ○ 

  

12 児童生徒数の推計をもとに特別支援

学級の将来計画を決定すること。 
○   

  

13 特別支援教育協議会への協議事項を

決定すること。 
○   

  

14 特別支援学級の見学及び体験入学を

依頼すること。 
  ○ 

  

15 心身障害児にかかる学校施設の改修

に関する要望について、調査を依頼す

ること。 

  ○ 

  

16 特別支援学級の年度計画を立案する

こと。 
○   学務保健課長 

17 特別支援学級の適正配置について調

査し、資料を整備すること。 
  ○ 
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18 通級指導学級の入級に関すること。   ○ 学務保健課長 

19 通級指導学級の退級に関すること。   ○ 学務保健課長 

20 児童・生徒数に応じた特別支援学級

学級編制の計画を立案すること。 
  ○   

21 特別支援学級学級編制について東京

都教育委員会に届け出ること。 
○   学務保健課長 

22 特別支援学級学区域の変更について

調査すること。 
  ○   

23 特別支援学級学区域の変更について

立案すること。 
○   学務保健課長 

24 特別支援学級の事務執行について指

導すること。 
  ○   

25 特別支援学級の物品の購入・物品の

修繕、印刷等の依頼をすること。 
  ○ 

  

26 特別支援学級補助員の配置、勤務条

件、採用を決定すること。 
  ○ 

  

27 特別支援学級補助員の循環器、消化

器、貧血検査を行うこと。 
  ○ 

  

28 就学奨励事務を処理すること。   ○   

29 スクールソーシャルワーカーの事務

に関すること。 
  ○ 

  

30 スクールカウンセラーの事務に関す

ること。 
  ○ 

  

   付 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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新 旧 

（係長の職務) （係長の職務） 

第１４条 係長は、上司の指揮を受け、おおむね次の各号に

定める職務を行う。 

第１４条 係長及び所長(以下「係長」という。)は、上司の

指揮を受け、おおむね次の各号に定める職務を行う。 

 (1)～(11) 省 略  (1)～(11) 省 略 

別表第１（第１８条） 別表第１（第１８条） 

共通権限事項表 共通権限事項表 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 省 略 

（削 除） 

（削 除） 

2～8 省 略 

9 祝辞、弔辞、挨拶文等の案文

を決定すること。 
 ○   

  

10～20 省 略 

21 係の業務を管理し、所属職

員を指導すること。 
   ○ 

 

22～23 省 略 

24  係の業務を報告すること。 
   ○ 

 

25～33 省 略 

34  係の会議を主宰すること。 
   ○ 

 

35～41 省 略 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 省 略 

2 事務報告の原稿を作成する

こと。 
  ○  

 

3 室内の整理、整とんをする

こと。 
   ○ 

 

4～10 省 略 

11 祝辞、弔辞、あいさつ文等の

案文を決定すること。 
 ○   

  

12～22 省 略 

（追 加） 

23～24 省 略 

（追 加） 

25～33 省 略 

（追 加） 

34～40 省 略 
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新 旧 

（削 除） 

（削 除） 

42 省 略 

（削 除） 

（削 除） 

43～50 省 略 

51  公印を管守すること。  ○ ○   

（削 除） 

（削 除） 

52 省 略 

（削 除） 

53～59 省 略 

60  月額制会計年度任用職員の

採用試験の実施を決定するこ

と。 
 ○   

職員課主幹 

教育総務課

長 

61～65 省 略 

41 印刷を依頼すること。       文書

取扱

責任 

者  

 

42 文書を整理保管すること。       文書

取扱

責任 

者 

 

43 省 略 

44 各種参考図書、参考資料を

整備すること。 
   ○ 

 

45 帳票の登録を申請するこ

と。 
   ○ 

 

46～53 省 略 

54  公印を管守すること。  ○    

55 庁内放送を依頼すること。    ○  

56 市の週間行事を通知するこ

と。 
   ○ 

 

57 省 略 

58  職員広報の原稿を作成する

こと。 
   ○ 

 

59～65 省 略 

66  月額制会計年度任用職員の

採用試験の実施を決定するこ

と。 
 ○   

職員課長 

教育総務課

長 

67～71 省 略 
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66  出張を命令し、報告を受け

ること。 

非常

勤特

別職

部長 

課長 係長 

係員 

 

職員課主幹

（管外出張

の場合） 

67～98 省 略 

（削 除） 

99～111 省 略 

（削 除） 

112～113 省 略 

114 国、都等の補助金の申請及

び請求書を提出すること。 
 ○   

 

115 国、都等の補助金等の変更

を申請すること。 
 ○   

 

116～118 省 略 

（削 除） 

119～122 省 略 

（削 除） 

123～135 省 略 

136 保有個人情報の目的外利用

又は外部提供をすること（次

項に定めるものを除く。）につ

いて決定すること。 

 ○  

  

72  出張を命令し、報告を受け

ること。 

非常

勤特

別職

部長 

課長 係長 

係員 

  職員課長

（宿泊出張

の場合） 

73～104 省 略 

105 収入の納入の督促をするこ

と。 
   ○ 

 

106～118 省 略 

119 備品カードを整理するこ

と。 
   ○ 

 

120～121 省 略 

122 国、都等の補助金の申請及

び請求書を提出すること。 
○   

  

123 国、都等の補助金等の変更

を申請すること。 
○   

  

124～126 省 略 

127 公共施設開設の準備をする

こと。 
   ○ 

 

128～131 省 略 

132 閲覧、写しの交付等公文書

の開示の実施に立ち会うこ

と。 
   ○ 

 

133～145 省 略 

（追 加） 
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新 旧 

137 本人の同意なく国又は地方

公共団体以外のものから個人

情報を取得すること、要配慮

個人情報を収集すること、本

人の同意なく国又は地方公共

団体以外のものに対して保有

個人情報の外部提供をするこ

と及び国、地方公共団体その

他市以外のものと電子計算組

織を結合することについて決

定すること。 

 ○ 

  

広聴相談課

長 

 

（追 加） 

 

別表第２（第１８条） 別表第２（第１８条） 

個別権限事項表 個別権限事項表 

 教育部  教育部 

  教育総務課 総務係   教育総務課 総務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教育委員会の招集手続をする

こと。 
○   

  

2 規則、規程等を審査し、公布

すること。 
○   

  

3 条例の制定について申し出 

ること。 
○   

  

4 職員研修計画を立案し、実施

すること。 
  ○ 

  

5 職員の予防接種等を実施する

こと。 
  ○ 

  

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 係長 

1 教育委員会の招集手続をする

こと。 
○    

  

2 教育長の日程を調整し、管理

すること。 
   ○ 

  

3 規則、規程等を審査し、公布

すること。 
○    

  

4 条例の制定について申し出る

こと。 
○    

  

5 職員研修計画を立案し、実施

すること。 
  ○  
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新 旧 

6 自己申告制度を実施するこ

と。 
 ○  

  

7 職員定数計画を立案するこ

と。 
 ○  

  

8 職員定数計画に関する調査を

すること。 
  〇 

  

9 職員団体と交渉すること。 ○     

10 職員団体との交渉事項に関

し、調整し、資料を作成するこ

と。 
  ○ 

  

11 公平審査に伴う答弁書、関係

資料を作成すること。 
  ○ 

  

12 分限、懲戒に伴う資料を作成

すること。 
 ○  

  

13 分限懲戒処分(係長以上の職

にある者を除く)を決定するこ

と。 

○   

  

14 永年勤続表彰を決定するこ

と。 ○   
  

15 永年勤続職員に感謝状を贈

呈すること。  ○  
  

16 職員の配置計画を立案する

こと。  ○  
  

17 職員採用計画、採用基準を決

定すること。 ○   
  

18 新規採用職員の募集要綱を

作成すること。  ○  
  

6 職員の予防接種等を実施する

こと。 
  ○  

  

7 身分証明書を作成すること。    ○   

8 自己申告制度を実施するこ

と。 
 ○   

  

9 職員定数計画を立案するこ

と。 
 ○   

  

10 職員定数計画に関する調査

をすること。 
   ○ 

  

11 人事関係資料を管理するこ

と。 
   ○ 

  

12 職員団体と交渉すること。 ○      

13 職員団体との交渉事項に関

し、調整し、資料を作成するこ

と。 
  ○  

  

14 公平審査に伴う答弁書、関係

資料を作成すること。 
  ○  

  

15 分限、懲戒に伴う資料を作成

すること。 
 ○   

  

16 分限懲戒処分(係長以上の職

にある者を除く)を決定するこ

と。 

○    

  

17 永年勤続表彰を決定するこ

と。 ○    
  

18 永年勤続職員に感謝状を贈

呈すること。  ○   
  

19 職員の配置計画を立案する

こと。  ○   
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19 新規採用職員試験問題を作

成すること。  ○  
  

20 新規採用職員試験を実施す

ること。 
 ○  

  

21 新規採用職員の合格者を決

定すること。 
○   

  

22 採用候補者名簿に候補者を

登載すること。 
  ○ 

  

23 新規採用職員の採用及び初

任給を決定すること。 
○   

  

24 新規採用職員の配属を決定

すること。 
○   

  

25 職員異動計画を立案するこ

と。 
 ○  

  

26 異動を決定すること。 ○     

27 勧奨退職制度を調査し、研究

すること。 
  ○ 

  

28 勧奨退職の実施基準を決定

すること。 
○   

  

29 勧奨退職該当者を決定する

こと。 
 ○  

  

30 勧奨退職を承認すること。 ○     

31 教育委員会採用職員の普通

退職を承認すること。 
○   

  

32 定期昇給を決定すること。 ○     

33 特別昇給を決定すること。 ○     

34 育児休業を承認すること。  ○    

35 給与の減額を決定すること。   ○   

20 職員採用計画、採用基準を決

定すること。 ○    
  

21 新規採用職員の募集要綱を

作成すること。 
 ○   

  

22 新規採用職員の募集、受付、

調査をすること。 
   ○ 

  

23 新規採用職員試験問題を作

成すること。 
 ○   

  

24 新規採用職員試験を実施す

ること。 
 ○   

  

25 新規採用職員の身体検査を

実施すること。 
   ○ 

  

26 新規採用職員の合格者を決

定すること。 
○    

  

27 採用候補者名簿に候補者を

登載すること。 
  ○  

  

28 新規採用職員の採用及び初

任給を決定すること。 
○    

  

29 新規採用職員の配属を決定

すること。 
○    

  

30 職員異動計画を立案するこ

と。 
 ○   

  

31 異動を決定すること。 ○      

32 勧奨退職制度を調査し、研究

すること。 
   ○ 

  

33 勧奨退職の実施基準を決定

すること。 
○    

  

34 勧奨退職該当者を決定する

こと。 
 ○   

  

35 勧奨退職を承認すること。 ○      
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36 定例校長会を招集し、運営す

ること。 
 ○  

  

37 定例副校長会を招集し、運営

すること。 
 ○  

  

38 地方教育財行政調査を実施

すること。 
 ○  

  

39 新規事務事業の調整を行う

こと。 
○   

  

40 学校警備に関する事務を行

うこと。 
 ○  

  

41 職務免除を許可すること。  ○ ○ 所属長 

42 職員(学校等施設を除く)の

勤務時間を決定すること。 
○   

  

43 公務災害認定請求書及び通

勤災害認定請求書を受理し、審

査すること。 

  ○ 

  

44 公務災害等の第三者行為に

関する補償請求を決定するこ

と。 

  ○ 職員課主幹 

45 教育委員会訪問の調整を行

うこと。 
  ○ 

  

46 教育委員会表彰に関する事

務を統括すること。 
  ○ 

  

47 交際費の支出を決定するこ

と。 
○   

  

48 交際費の保管・受払いをする

こと。   ○ 
  

49 教育行政に関する相談の受

付に関すること。 
  ○ 

  

36 教育委員会採用職員の普通

退職を承認すること。 
○    

  

37 定期昇給を決定すること。 ○      

38 特別昇給を決定すること。 ○      

39 育児休業を承認すること。  ○     

40 給与の減額を決定すること。   ○    

41 定例校長会を招集し、運営す

ること。 
 ○   

  

42 定例副校長会を招集し、運営

すること。 
 ○   

  

43 地方教育財行政調査を実施

すること。 
 ○   

  

44 新規事務事業の調整を行う

こと。 
○    

  

45 学校警備に関する事務を行

うこと。 
 ○   

  

46 職務免除を許可すること。  ○ ○  所属長 

47 職員（学校等施設を除く）の

勤務時間を決定すること。 
○    

  

48 公務災害認定請求書及び通

勤災害認定請求書を受理し、審

査すること。 

   ○ 

  

49 公務災害等の第三者行為に

関する補償請求を決定するこ

と。 

  ○  職員課長 

50 教育委員会訪問の調整を行

うこと。    ○ 
  

51 教育委員会表彰に関する事

務を統括すること。   ○  
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新 旧 

50 学校教育プランの進行管理

をすること。 
○   

  

51 教育委員会の広報の編集会

議を招集し、運営すること。 
  ○ 

  

52 教育委員会の広報を発行す

ること。 
 ○  

 

53 教育委員会のホームページ

を管理すること。 
  ○ 

  

54 市長部局との連絡調整に関

すること。 
 ○  

  

55 教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に係る報告書の

原案を作成すること。 

○   

  

56 教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の庶務に関する

事項を処理すること。 

  ○ 

  

57 教育委員会の教育目標案を

作成すること。 
○   

 

 

52 交際費の支出を決定するこ

と。 
○    

  

53 交際費の保管・受払いをする

こと。 
  ○  

  

54 教育行政に関する相談の受

付に関すること。 
  ○  

  

55 学校教育プランの進行管理

をすること。 
○    

  

56 教育委員会の広報の編集会

議を招集し、運営すること。 
  ○  

  

57 教育委員会の広報を発行す

ること。 
○    

 

58 教育委員会のホームページ

を管理すること。 
  ○  

  

59 市長部局との連絡調整に関

すること。 
 ○   

  

60 教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価に係る報告書の

原案を作成すること。 

○    

  

61 教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価の庶務に関する

事項を処理すること。 

  ○  

  

62 教育委員会の教育目標案を

作成すること。 
○    

 

 

  教育総務課 学校庶務係   教育総務課 学校庶務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 
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1 学校配当予算の執行基準を作

成すること。 
○   

 

2 学校の物品の年間購入計画を

策定すること。 
 ○  

  

3 管理用備品・教科用備品の管

理・更新に関すること。 
 ○  

  

4 学校の現金管理を指導するこ

と。 
  ○ 

  

5 私費負担計画を立案し、決定

すること。 
 ○  

  

6 学校の私費負担計画の実施状

況を指導監督すること。 
 ○  

  

7 学校への寄付に関し審査し、

採否を決定すること。 
○   

  

8 学校の電気水道電話等の使用

について管理すること。 
  ○ 

  

9 奨学資金の貸付け及び給付の

募集に関すること。 
  ○ 

  

10 奨学資金の貸付け及び給付

の申込みを受け付け、申請書を

審査すること。 

  ○ 

  

11 奨学資金の奨学生選考審査

会で審査をし、奨学生を決定す

ること。 

 ○  

  

12 奨学資金の貸付け及び給付

台帳を作成し、管理すること。 
  ○ 

  

13 奨学資金の収納に関するこ

と。 
  ○ 

  

 

1 学校配当予算の執行基準を作

成すること。 
○    

 

2 学校の物品の年間購入計画を

策定すること。 
 ○   

  

3 管理用備品・教科用備品の管

理・更新に関すること。 
 ○   

  

4 学校の現金管理を指導するこ

と。 
  ○  

  

5 私費負担計画を立案し、決定

すること。 
 ○   

  

6 学校の私費負担計画の実施状

況を指導監督すること。 
 ○   

  

7 学校への寄付に関し審査し、

採否を決定すること。 
○    

  

8 学校の電気水道電話等の使用

について管理すること。 
  ○  

  

9 奨学資金の貸付け及び給付の

募集に関すること。 
  ○  

  

10 奨学資金の貸付け及び給付

の申込みを受け付け、申請書を

審査すること。 

  ○  

  

11 奨学資金の奨学生選考審査

会で審査をし、奨学生を決定す

ること。 

 ○   

  

12 奨学資金の貸付け及び給付

台帳を作成し、管理すること。 
  ○  

  

13 奨学資金の収納に関するこ

と。 
  ○  

  

14 奨学資金の償還金の相談に

関すること。 
   ○ 
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  学校施設課 管理係   学校施設課 管理係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 学校施設及び八ヶ岳府中山

荘の維持保全に係る調査、保守

及び修繕を行うこと。 

  ○ 

 

2 学校施設台帳を作成し、管理

すること。 
  ○ 

 

3 新設学校設置届を作成する

こと。 
 ○  

 

4 八ヶ岳府中山荘の使用を許

可すること。 
  ○ 

  

5 学校施設の目的外使用を許

可すること。 
  ○ 

 

6 学校施設及び八ヶ岳府中山

荘の保全計画を立案すること。 
 ○  

 

7 通学路の承認をすること。  ○   

8 通学路を整備すること。   ○  

9 開発事業の実施に伴う通学路

の安全に係る協議をすること。 
  ○ 

 

10 教育施設整備指定寄附金に

係る協議をすること。 
○   

 

11 学校施設に係る土地及び家

屋等公有財産の取得及び処分

に関する協議をすること。 

 ○  

 

12 学校施設の機械警備に関す

ること。 
  ○ 

 

13 国又は都へ補助事業の要望、

申請及び実績報告をすること。 
 ○  

 

 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 学校施設及び八ヶ岳府中山荘

の維持保全に係る調査、保守及

び修繕を行うこと。 

  ○  

 

2 学校施設台帳を作成し、管理

すること。 
  ○  

 

3 新設学校設置届を作成するこ

と。 
 ○   

 

4 八ヶ岳府中山荘の使用料の収

納等を行うこと。    

現金

取扱

員 

 

5 八ヶ岳府中山荘の使用を許可

すること。 
  ○  

 

6 学校施設の目的外使用を許可

すること。 
  ○  

 

7 学校施設及び八ヶ岳府中山荘

の保全計画を立案すること。 
 ○   

 

8 通学路の承認をすること。  ○    

9 通学路を整備すること。   ○   

10 開発事業の実施に伴う通学

路の安全に係る協議をするこ

と。 

  ○  

 

11 教育施設整備指定寄附金に

係る協議をすること。 ○    
 

12 学校施設に係る土地及び家

屋等公有財産の取得及び処分

に関する協議をすること。 

 ○   
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13 学校施設の機械警備に関す

ること。 
  ○  

 

14 国又は都へ補助事業の要望、

申請及び実績報告をすること。 

 
○ 

   

 

  学校施設課 整備係   学校施設課 整備係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 学校施設の改良保全に係る調

査及び工事を行うこと。 
  ○ 

 

2 学校施設の工事を監督し、指

示すること。 
  ○ 

 

3 学校施設の工事に係る説明会

等を行うこと。 
 ○  

 

4 学校施設の工事に伴う関係機

関への届出を行うこと。 
 ○  

 

5 学校施設の工事監督員を通知

すること。 
  ○ 

 

6 学校施設の工事に係る工事成

績評定表を作成すること。 
 ○  

 

7 学校施設の工事台帳を作成

し、管理すること。 
  ○ 

 

8 受注者提出書類基準に基づく

書類を受理し、処理すること。 
  ○ 

 

9 学校施設の改築・長寿命化改

修に係る事業の実施に関するこ

と。 
○   

 

10 学校施設の改築・長寿命化改

修計画を策定すること。 
○   

 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 学校施設の改良保全に係る調

査及び工事を行うこと。 
  ○  

 

2 学校施設の工事を監督し、指

示すること。 
  ○  

 

3 学校施設の工事に係る説明会

等を行うこと。 
 ○   

 

4 学校施設の工事に伴う関係機

関への届出を行うこと。 
 ○   

 

5 学校施設の工事監督員を通知

すること。 
  ○  

 

6 学校施設の工事に係る工事成

績評定表を作成すること。 
 ○   

 

7 学校施設の工事台帳を作成

し、管理すること。 
  ○  

 

8 受注者提出書類基準に基づく

書類を受理し、処理すること。 
  ○  

 

9 学校施設の改築・長寿命化改

修に係る事業の実施に関するこ

と。 
○    

 

10 学校施設の改築・長寿命化改

修計画を策定すること。 
○    
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11 学校施設の改築・長寿命化改

修計画の策定について関係各

課との連絡会等を開催するこ

と。 

  ○ 

 

12 学校施設老朽化対策推進協

議会を運営すること。 
  ○ 

 

 

11 学校施設の改築・長寿命化改

修計画の策定について関係各

課との連絡会等を開催するこ

と。 

  ○  

 

12 学校施設老朽化対策推進協

議会を運営すること。 
  ○  

 

 

  学務保健課 学務係   学務保健課 学務係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 入学児童・生徒名簿を作成す

ること。 
  ○  

2 入学・就学を指定すること。  ○    

3 就学猶予・免除を決定するこ

と。 
 ○  指導室長 

4 学校指定変更の申立てを受理

し、決定すること。 
  ○   

5 学校区域外就学願書を受理

し、決定すること。 
 ○    

6 児童・生徒数に応じた学級編

制の計画を決定すること。 
○   指導室長 

7 学級編制について東京都教育

委員会に届け出ること。 
○   指導室長 

8 転退学を決定すること。   ○   

9 就学を証明すること。   ○   

10 外国人の就学申請を受理し、

審査決定をすること。 
○   指導室長 

11 学区域の変更について調査

すること 
  ○   

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 入学児童・生徒名簿を作成す

ること。 
  ○   

2 入学・就学を指定すること。  ○     

3 就学猶予・免除を決定するこ

と。 
 ○   指導室長 

4 学校指定変更の申立てを受理

し、決定すること。 
  ○    

5 学校区域外就学願書を受理

し、決定すること。 
 ○     

6 児童・生徒数に応じた学級編

制の計画を決定すること。 
○    指導室長 

7 学級編制について東京都教育

委員会に届け出ること。 
○    指導室長 

8 転退学を決定すること。   ○    

9 就学を証明すること。   ○    

10 外国人の就学申請を受理し、

審査決定をすること。 
○    指導室長 

11 学区域の変更について調査

すること 
  ○    
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12 学区域の変更について立案

すること 
○   指導室長 

13 児童・生徒数の推計に関する

こと。 
○     

14 学校医等を委嘱すること。 ○     

15 学校医等の報酬を決定する

こと。 
○     

16 学校医等の報酬を支払うこ

と。 
  ○   

17 児童・生徒の定期健康診断の

年間計画を立案し、実施するこ

と。 

 ○  指導室長 

18 児童・生徒の臨時健康診断の

計画を立案し、実施すること。 
 ○  指導室長 

19 児童・生徒の心臓病、結核、

腎臓病、糖尿病検診の計画を立

案し、実施すること。 

 ○    

20 生徒の貧血検査の計画を立

案し、実施すること。 
 ○    

21 就学時健康診断の計画を立

案すること。 
 ○  

学校長 

教育総務課

長 

指導室長 

22 感染症登校証明手数料を支

出すること。 
  ○ 

  

23 林間学校を開設し、運営する

こと。 
 ○  

  

24 セカンドスクールを開設し、

運営すること。 
 ○  指導室長 

12 学区域の変更について立案

すること 
○    指導室長 

13 児童・生徒数の推計に関する

こと。 
○      

14 学校医等を委嘱すること。 ○      

15 学校医等の報酬を決定する

こと。 
○      

16 学校医等の報酬を支払うこ

と。 
  ○    

17 児童・生徒の定期健康診断の

年間計画を立案し、実施するこ

と。 

 ○   指導室長 

18 児童・生徒の臨時健康診断の

計画を立案し、実施すること。 
 ○   指導室長 

19 児童・生徒の心臓病、結核、

腎臓病、糖尿病検診の計画を立

案し、実施すること。 

 ○     

20 生徒の貧血検査の計画を立

案し、実施すること。 
 ○     

21 就学時健康診断の計画を立

案すること。 
 ○   

学校長 

教育総務課

長 

指導室長 

22 感染症登校証明手数料を支

出すること。 
  ○  

  

23 林間学校を開設し、運営する

こと。 
 ○   

  

24 セカンドスクールを開設し、

運営すること。 

  
○ 

    
指導室長 
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25 移動教室を開設し、運営する

こと。 
 ○  

 

26 学校環境衛生の年間計画を

作成すること。 
 ○   

27 学校プール応急指定医を委

託すること。 
 ○   

28 学校プールの水質検査を実

施すること。 
  ○  

29 学校飲料水の水質検査を実

施すること。 
  ○  

30 統計資料を作成し、報告する

こと。 
  ○  

31 学校保健用計量器の保守点

検を実施すること。 
  ○  

32 日本スポーツ振興センター

に係る事務を処理すること。 
  ○  

33 学校賠償責任保険に係る事

務を処理すること。 
  ○  

34 学校の全部又は一部の休業

を決定すること。 
○    

35 保健連絡会を招集し、運営す

ること 
  ○  

36 学校保健会の事務に関する

こと。 
 ○   

37 特別支援学級の入学・就学を

決定すること。 
 ○   

38 特別支援学級に係る学校指

定変更の申立てを受理するこ

と。 

  ○  

25 移動教室を開設し、運営する

こと。 

 
○ 

   

26 学校環境衛生の年間計画を

作成すること。 
 ○   

  

27 学校プール応急指定医を委

託すること。 
 ○   

  

28 学校プールの水質検査を実

施すること。 
  ○  

  

29 学校飲料水の水質検査を実

施すること。 
  ○  

  

30 統計資料を作成し、報告する

こと。 
  ○  

  

31 学校保健用計量器の保守点

検を実施すること。 
  ○  

  

32 日本スポーツ振興センター

に係る事務を処理すること。 
  ○  

  

33 学校賠償責任保険に係る事

務を処理すること。 
  ○  

  

34 学校の全部又は一部の休業

を決定すること。 
○    

  

35 保健連絡会を招集し、運営す

ること 
  ○  

  

36 学校保健会の事務に関する

こと。 
 ○   

  

37 特別支援学級の入学・就学を

決定すること。 
 ○   

  

38 特別支援学級に係る学校指

定変更の申立てを受理するこ

と。 

  ○  
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39 特別支援学級の入学児童・生

徒名簿を作成すること。 
  ○  

40 特別支援学級の転退学を決

定すること。 
  ○  

41 要保護、準要保護児童・生徒

を決定すること。 
 ○   

42 就学援助費を支給すること。   ○  

43 就学援助計画を立案するこ

と。 
○    

 

39 特別支援学級の入学児童・生

徒名簿を作成すること。 
  ○  

  

40 特別支援学級の転退学を決

定すること。 
  ○  

  

41 要保護、準要保護児童・生徒

を決定すること。 
 ○   

  

42 就学援助費を支給すること。   ○    

43 就学援助計画を立案するこ

と。 
○    

  

 

  学務保健課 給食センター   学務保健課 給食センター 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 給食センター運営審議会委員

を委嘱すること。 
○   

 

2 給食センター運営審議会を運

営すること。 
 ○  

  

3 給食の計画を立案すること。   ○   

4 献立細案を作成すること。   ○   

5 給食物資の予定価額を定める

こと。 
  ○ 

  

6 給食物資の開札を実施するこ

と。 
  ○ 

  

7 給食物資を検収すること。   ○  

8 給食に係る学校行事等の連絡

を受け、調整すること。 
  ○ 

 

9 学校給食配膳日誌の点検をす

ること。 
  ○ 

 

10 日報配食日誌を作成するこ

と。 
  ○ 

 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 給食センター運営審議会委員

を委嘱すること。 
○    

 

2 給食センター運営審議会を運

営すること。 
 ○   

  

3 副食の計画を立案すること。   ○    

4 献立細案を作成すること。   ○    

5 給食物資の予定価額を定める

こと。 
  ○  

  

6 給食物資の開札を実施するこ

と。 
  ○  

  

7 給食物資を検収すること。   ○   

8 給食に係る学校行事等の連絡

を受け、調整すること。 
  ○  

 

9 学校給食配膳日誌の点検をす

ること。 
  ○  

 

10 日報配食日誌を作成するこ

と。 
  ○  
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11 物資供給契約をすること。   ○   

12 給食主任会を招集し、運営す

ること 
  ○ 

  

13 指名業者を選定すること。   ○   

14 給食センターの維持管理を

すること 
  ○ 

  

15 学校給食申込書を受領し、保

管すること。 
  ○ 

 

16 給食基本台帳を作成し、保管

すること。 
  ○ 

  

17 給食費を決定すること。 ○     

18 給食費納入通知書を作成し、

送付すること。 
  ○ 

  

19 給食費の督促をすること。   ○   

20 給食費の消込みをすること。   ○   

21 給食費の未納者を調査し、未

納金を徴収すること。 
  ○ 

  

22 給食費の還付を決定するこ

と。 
  ○ 

  

23 給食配膳業務を実施するこ

と。 
  ○ 

  

24 食育推進事業を実施するこ

と。 
  ○ 

  

25 消防計画を立案し、避難訓練

を実施すること 
  ○ 

  

26 アレルギー児童・生徒の給食

を検討し、実施すること 
 ○  

  

27 食品衛生検査を委託するこ

と。 
  ○ 

  

11 物資供給契約をすること。   ○    

12 給食主任会を招集し、運営す

ること 
  ○  

  

13 指名業者を選定すること。   ○    

14 給食センターの維持管理を

すること 
  ○  

  

15 学校給食申込書を受領し、保

管すること。 
  ○  

 

16 給食基本台帳を作成し、保管

すること。 
  ○  

  

17 給食費を決定すること。 ○      

18 給食費納入通知書を作成し、

送付すること。 
  ○  

  

19 給食費の督促をすること。   ○    

20 給食費の消込みをすること。   ○    

21 給食費の未納者を調査し、未

納金を徴収すること。 
  ○  

  

22 給食費の還付を決定するこ

と。 
  ○  

  

23 給食配膳業務を実施するこ

と。 
  ○  

  

24 食育推進事業を実施するこ

と。 
  ○  

  

25 消防計画を立案し、避難訓練

を実施すること 
  ○  

  

26 アレルギー児童・生徒の給食

を検討し、実施すること 
 ○   

  

27 食品衛生検査を委託するこ

と。 
  ○  
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28 学校給食の実態調査を実施

すること。 
  ○ 

  

29 給食業務民間委託を実施す

ること。 
  ○ 

  

30 栄養士会を招集し、運営する

こと。 
  ○ 

  

31 学校給食代替費用助成金事

務を処理すること。 
  ○ 

 

 

28 学校給食の実態調査を実施

すること。 
  ○  

  

29 給食業務民間委託を実施す

ること。 
  ○  

  

30 栄養士会を招集し、運営する

こと。 
  ○  

  

 

  指導室 教職員係   指導室 教職員係 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 

1 教職員の人事記録、給与台帳

及び勤務関係台帳等の管理をす

ること。 

  ○ 

 

2 教職員の配置計画を立案する

こと。 
○   

  

3 教職員の配置、採用、退職、

休職を内申すること。 
○   

  

4 校長、教頭及び充て指導主事

の配置を立案すること。 
○   

  

5 教職員の人事に関する調査を

し、報告すること。 
○  ○ 

  

6 教職員の服務管理をするこ

と。 
 ○  

  

7 教職員の兼職の承認及び兼業

の許可に関すること。 
○   

  

8 教職員の人事評価を実施する

こと。 
○   

  

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 教職員の人事記録、給与台帳

及び勤務関係台帳等の管理をす

ること。 

  ○  

 

2 教職員の配置計画を立案する

こと 
○    

  

3 教職員の配置、採用、退職、

休職を内申すること 
○    

  

4 校長、教頭及び充て指導主事

の配置を立案すること 
○    

  

5 教職員の人事に関する調査を

し、報告すること 
○  ○  

  

6 教職員の服務管理をすること  ○     

7 教職員の兼職の承認及び兼業

の許可に関すること 
○    

  

8 教職員の人事評価を実施する

こと 
○    

  

9 教職員の分限、懲戒事由を内

申すること 
○    
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9 教職員の分限、懲戒事由を内

申すること。 
○   

  

10 教職員の証明書類を発行す

ること。 
  ○ 

  

11 主任・特別支援学級担当者の

報告を受理すること。 
  ○ 

  

12 永年勤続者の調査をするこ

と。 
  ○ 

  

13 教職員に係わる表彰の推薦

をすること。 
  ○ 

  

14 在外日本人学校派遣生の募

集、推薦をすること。 
○   

  

15 新教育大学大学院・大学院設

置基準第１４条適用大学院へ

の派遣生の募集、推薦をするこ

と。 

○   

  

16 教職員海外派遣生の募集、推

薦をすること。 
○   

  

17 教職員等中央研修講座の受

講生の募集、推薦をすること。 
○   

  

18 教職員の昇格選考試験の資

格を審査すること。 
  ○ 

  

19 教職員の昇格及び昇給の内

申をすること。 
  ○ 

  

20 校長の休暇、出張を許可する

こと。 
○   

  

21 校長の海外旅行を許可する

こと。 
○   

  

22 事務職員及び栄養士の時間

外手当の配分を決定すること。 
  ○ 

  

10 教職員の証明書類を発行す

ること 
  ○  

  

11 主任・特別支援学級担当者の

報告を受理すること 
  ○  

  

12 永年勤続者の調査をするこ

と 
  ○  

  

13 教職員に係わる表彰の推薦

をすること 
  ○  

  

14 在外日本人学校派遣生の募

集、推薦をすること 
○    

  

15 新教育大学大学院・大学院設

置基準第１４条適用大学院へ

の派遣生の募集、推薦をするこ

と 

○    

  

16 教職員海外派遣生の募集、推

薦をすること 
○    

  

17 教職員等中央研修講座の受

講生の募集、推薦をすること 
○    

  

18 教職員の昇格選考試験の資

格を審査すること 
  ○  

  

19 教職員の昇格及び昇給の内

申をすること 
  ○  

  

20 校長の休暇、出張を許可する

こと 
○    

  

21 校長の海外旅行を許可する

こと 
○    

  

22 事務職員及び栄養士の時間

外手当の配分を決定すること 
  ○  

  

23 校長の給与に関する各種申

請を審査すること 
○    
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23 校長の給与に関する各種申

請を審査すること。 
○   

  

24 教職員の給与報償事務を処

理すること。 
  ○ 

  

25 教職員の給与の資料を収集

し、審査報告すること。 
  ○ 

  

26 教職員の児童手当等の資料

を収集審査し、認定報告するこ

と。 

  ○ 

  

27 執行委任事務を行うこと。   ○   

28 教職員の旅費を支給するこ

と。 
  ○ 

  

29 教職員の旅費を配分するこ

と。 
  ○ 

  

30 補助教員の配置について、都

の承認を得ること。 
  ○ 

  

31 非常勤講師の採用、退職を発

令すること。 
  ○ 

  

32 非常勤講師の各種調査報告

をすること。 
  ○ 

  

33 非常勤講師の報酬請求を審

査し、支払を行うこと。 
  ○ 

  

34 市費の非常勤講師を配置す

ること。 
 ○  

  

35 教職員団体との話し合い事

項を調査し、資料を作成するこ

と。 

  ○ 

  

36 教職員団体の調査をするこ

と。 
  ○ 

  

24 教職員の給与報償事務を処

理すること 
  ○  

  

25 教職員の給与の資料を収集

し、審査報告すること 
  ○  

  

26 教職員の児童手当等の資料

を収集審査し、認定報告するこ

と 

  ○  

  

27 教職員の住民税の事務を行

うこと 
   ○ 

  

28 執行委任事務を行うこと   ○    

29 教職員の旅費を支給するこ

と 
  ○  

  

30 教職員の旅費を配分するこ

と 
  ○  

  

31 補助教員の配置について、都

の承認を得ること 
  ○  

  

32 非常勤講師の採用、退職を発

令すること 
  ○  

  

33 非常勤講師の各種調査報告

をすること 
  ○  

  

34 非常勤講師の報酬請求を審

査し、支払を行うこと 
  ○  

  

35 市費の非常勤講師を配置す

ること 
 ○   

  

36 教職員団体との話し合い事

項を調査し、資料を作成するこ

と 

  ○  

  

37 教職員団体の調査をするこ

と 
  ○  
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37 教職員団体活動を許可する

こと。 
  ○ 

  

38 教職員に被服を貸与するこ

と。 
  ○ 

  

39 教職員の定期健康診断を行

うこと。 
  ○ 

  

40 教職員に係わる叙勲、褒賞等

の事務を総括すること。 
○   

  

41 教育実習生の受け入れを承

認すること。 
  ○ 

  

 

38 教職員団体活動を許可する

こと 
  ○  

  

39 教職員に被服を貸与するこ

と 
  ○  

  

40 教職員の定期健康診断を行

うこと 
  ○  

  

41 教職員に係わる叙勲、褒賞等

の事務を総括すること 
○    

  

42 教育実習生の受け入れを承

認すること 
  ○  

  

 

  指導室 指導係   指導室 指導係 

権限事項 決定責任者 合議先 

教育長 部長 課長 

1 教育課程の編成方針を策定す

ること。 
○   

 

2 教育課程を受理すること。 ○     

3 学校の組織編成、教育課程、

学習指導、生徒指導に関し助言

指導すること。 

  ○ 

  

4 教職員研修の年間事業計画を

立案し、決定すること。 
 ○  

  

5 教職員研修を実施すること。   ○   

6 教職員委託研究を立案し、決

定すること。 
 ○  

  

7 教育施策の企画、立案をする

こと。 
  ○ 

  

8 教職員委託研究、研修に助言

指導すること。 
  ○ 

  

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 教育課程の編成方針を策定す

ること。 
○    

 

2 教育課程を受理すること ○      

3 学校の組織編成、教育課程、

学習指導、生徒指導に関し助言

指導すること 

  ○  

  

4 教職員研修の年間事業計画を

立案し、決定すること 
 ○   

  

5 教職員研修を実施すること   ○    

6 教職員委託研究を立案し、決

定すること 
 ○   

  

7 教育施策の企画、立案をする

こと 
  ○  

  

8 教職員委託研究、研修に助言

指導すること 
  ○  
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9 各種研究会委員等を依頼する

こと。 
○   

  

10 教育研究発表会を計画し、実

施すること。 
  ○ 

  

11 指導室訪問を計画し、実施す

ること。 
  ○ 

  

12 使用教材の届出を受理する

こと。 
  ○ 

  

13 遠足、実地見学の届出を受理

すること。 
  ○ 

  

14 修学旅行、宿泊訓練を承認す

ること。 
 ○  

  

15 校外指導の届出を受理する

こと。 
  ○ 

  

16 児童・生徒の指導にかかる事

故報告を受理すること。 
○   

  

17 副読本を編纂し、発行するこ

と。 
○   

  

18 国・都の研修員を募集し、推

薦すること。 
○   

  

19 各機関の要請による、審査員

（教員）を推薦すること。 
  ○ 

  

20 校内研修等研修費を決定す

ること。 
  ○ 

  

21 中学卒業生の進路状況を調

査し、統計資料を作成するこ

と。 

  ○ 

  

22 優良卒業生及び優良校等を

推薦すること。 
  ○ 

  

9 各種研究会委員等を依頼する

こと 
○    

  

10 教育研究発表会を計画し、実

施すること 
  ○  

  

11 指導室訪問を計画し、実施す

ること 
  ○  

  

12 使用教材の届出を受理する

こと 
  ○  

  

13 遠足、実地見学の届出を受理

すること 
  ○  

  

14 修学旅行、宿泊訓練を承認す

ること 
 ○   

  

15 校外指導の届出を受理する

こと 
  ○  

  

16 児童・生徒の指導にかかる事

故報告を受理すること 
○    

  

17 副読本を編纂し、発行するこ

と 
○    

  

18 国・都の研修員を募集し、推

薦すること 
○    

  

19 各機関の要請による、審査員

（教員）を推薦すること 
  ○  

  

20 校内研修等研修費を決定す

ること 
  ○  

  

21 高校入試事務を処理するこ

と 
   ○ 

  

22 中学卒業生の進路状況を調

査し、統計資料を作成すること 
  ○  
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23 研究協力校及び研究推進校

等を委託すること。 
○   

  

24 小学生姉妹都市交流を実施

すること。 
  ○ 

  

25 夏季休業中の水泳指導事務

を処理すること。 
  ○ 

  

26 中学校部活動指導事務を処

理すること。 
  ○ 

  

27 各種研修、研究報告書を発行

すること。 
  ○ 

  

28 音楽鑑賞教室の申請をする

こと。 
  ○ 

  

29 生徒会育成事業を計画し、実

施すること。 
  ○ 

  

30 小学校第３学年の社会科見

学のバスを配車すること。 
  ○ 

  

31 外国語活動指導助手（ＡＬ

Ｔ）を配置すること。 
  ○ 

  

32 海外帰国児童・生徒等指導事

務を処理すること。 
  ○ 

  

33 各種協議会等の負担金事務

を処理すること。 
  ○ 

  

34 修学旅行補助金事務を処理

すること。 
  ○ 

  

35 東京都予算の執行委任を処

理すること。 
  ○ 

  

36 学校支援ボランティア事業

等を実施すること。 
  ○ 

  

37 国際理解教育推進事業を実

施すること。 
  ○ 

  

23 優良卒業生及び優良校等を

推薦すること 
  ○  

  

24 研究協力校及び研究推進校

等を委託すること 
○    

  

25 小学生姉妹都市交流を実施

すること 
  ○  

  

26 夏季休業中の水泳指導事務

を処理すること 
  ○  

  

27 中学校部活動指導事務を処

理すること 
  ○  

  

28 各種研修、研究報告書を発行

すること 
  ○  

  

29 音楽鑑賞教室の申請をする

こと 
  ○  

  

30 生徒会育成事業を計画し、実

施すること 
  ○  

  

31 小学校第３・第４学年の社会

科見学のバスを配車すること。 
  ○  

  

32 外国語活動指導助手（ＡＬ

Ｔ）を配置すること。 
  ○  

  

33 海外帰国児童・生徒等指導事

務を処理すること 
  ○  

  

34 各種協議会等の負担金事務

を処理すること 
  ○  

  

35 修学旅行補助金事務を処理

すること 
  ○  

  

36 東京都予算の執行委任を処

理すること 
  ○  

  

37 府中市統計書及び監査資料

の原稿を作成すること 
   ○ 
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38 不登校等月報を集計し、分析

すること。 
  ○ 

  

39 不登校対策委員会を運営す

ること。 
  ○ 

  

40 学校評価事業を運営するこ

と。 
  ○ 

  

41 環境教育推進事業を実施す

ること。 
  ○ 

  

42 中学校職場体験学習に関す

る事務を処理すること。 
  ○ 

  

43 その他適時の事業を開催す

ること。 
  ○ 

  

44 学校経営支援事業を実施す

ること。 
  ○ 

 

45 教育の日に係る事業を実施

すること。 
  ○ 

 

46 指導方法改善調査を実施す

ること。 
  ○ 

 

47 コミュニティ・スクール事業

を実施すること。 
  ○ 

 

48 学校情報配信サービスを実

施すること。 
  ○ 

 

49 副校長等校務改善支援事業

を実施すること。 
  ○ 

 

50 小・中連携、一貫教育事業を

実施すること。 
  ○ 

 

51 教科書の無償給与を実施す

ること。 
  ○ 

 

52 教科書採択計画を作成し、管

理すること。 
  ○ 

 

38 予算説明資料及び決算説明

資料の原稿を作成すること 
   ○ 

  

39 指導室各種統計資料の原稿

を作成すること 
   ○ 

  

40 学校支援ボランティア事業

等を実施すること。 
  ○  

  

41 国際理解教育推進事業を実

施すること 
  ○  

  

42 不登校等月報を集計し、分析

すること 
  ○  

  

43 不登校対策委員会を運営す

ること 
  ○  

  

44 学校評価事業を運営するこ

と 
  ○  

  

45 環境教育推進事業を実施す

ること 
  ○  

  

46 中学校職場体験学習に関す

る事務を処理すること 
  ○  

  

47 その他適時の事業を開催す

ること 
  ○  

  

48 学校経営支援事業を実施す

ること。 
  ○  

 

49 教育の日に係る事業を実施

すること。 
  ○  

 

50 指導方法改善調査を実施す

ること。 
  ○  

 

51 コミュニティ・スクール事業

を実施すること。 
  ○  

 

52 学校情報配信サービスを実

施すること。 
  ○  
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53 教科書採択要綱に基づく各

種委員を委嘱すること。 
○   

 

54 いじめ問題対策委員会を運

営すること。 
  ○ 

 

55 小・中学校人権作文発表会に

関すること。 
  ○ 

 

56 教育相談に関すること。   〇  

57 巡回相談に関すること。   〇  

58 就学・転学相談に関するこ

と。 
  〇 

 

59 学校教育ネットワークに関

すること。 
  ○ 

 

60 学校教育の情報セキュリテ

ィに関すること。 
  ○ 

 

 

53 副校長等校務改善支援事業

を実施すること。 
  ○  

 

54 小・中連携、一貫教育事業を

実施すること。 
  ○  

 

55 教科書の無償給与を実施す

ること。 
  ○  

 

56 教科書採択計画を作成し、管

理すること。 
  ○  

 

57 教科書採択要綱に基づく各

種委員を委嘱すること。 
○    

 

58 いじめ問題対策委員会を運

営すること。 
  ○  

 

59 小・中学校人権作文発表会に

関すること。 
  ○  

 

60 学校教育ネットワークに関

すること。 
  ○  

 

61 学校教育の情報セキュリテ

ィに関すること。 
  ○  

 

 

  指導室 教育センター   指導室 教育センター 

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 

1 教育センター年間事業計画を

立案し、決定すること。 
 ○  

  

2 教育センター運営協議会委員

を依頼すること。 
 ○  

  

3 教育センター運営協議会への

協議事項を決定すること。 
 ○  

  

4 教育センター運営協議会を開

催すること。 
  ○ 

  

権限事項 決定責任者 合議先 
教育長 部長 課長 係長 

1 教育センター年間事業計画を

立案し、決定すること 
 ○   

  

2 教育センター運営協議会委員

を依頼すること 
 ○   

  

3 教育センター運営協議会への

協議事項を決定すること 
 ○   

  

4 教育センター運営協議会委員

を開催すること 
  ○  
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5 教育センターの施設管理に関

すること。 
  ○ 

  

6 けやき教室を運営すること。   ○   

7 特別支援教育の総合計画を立

案すること。 
○   

  

8 特別支援教育協議会委員を依

頼すること。 
○   

  

9 特別支援教育協議会を運営す

ること。 
  ○ 

  

10 特別支援学級設置校長会を

招集し、運営すること。 
  ○ 

  

11 心身障害児に関する調査を

し、報告すること。 
  ○ 

  

12 児童生徒数の推計をもとに

特別支援学級の将来計画を決

定すること。 

○   

  

13 特別支援教育協議会への協

議事項を決定すること。 
○   

  

14 特別支援学級の見学及び体

験入学を依頼すること。 
  ○ 

  

15 心身障害児にかかる学校施

設の改修に関する要望につい

て、調査を依頼すること。 

  ○ 

  

16 特別支援学級の年度計画を

立案すること。 
○   

学務保健課

長 

17 特別支援学級の適正配置に

ついて調査し、資料を整備する

こと。 

  ○ 

  

5 教育関係冊子資料の閲覧及び

貸し出しをすること 
   ○ 

  

6 教育関係ビデオの閲覧貸し出

しの許可をすること 
   ○ 

  

7 施設の維持管理をすること   ○    

8 消防計画を立案し、避難訓練

等を行うこと 
   ○ 

  

9 施設の使用を許可すること    ○   

10 器具等の使用を許可するこ

と 
   ○ 

  

11 教育相談(来室相談・電話相

談)計画を立案し、実施するこ

と 

  ○  

  

12 教育相談資料を整理し、管理

すること 
   ○ 

  

13 けやき教室を運営すること   ○    

14 夜間休日における警備員の

配置計画をすること 
   ○ 

  

15 市民施設利用オンラインシ

ステムによる施設の使用を許

可すること 
   ○ 

  

16 市民施設利用オンラインシ

ステムによる施設の使用料を

収納すること 
   

現金

取扱

員 

  

17 作文、標語、ポスターの募集

を承認及び事業に協力するこ

と 
   ○ 

  

18 就学相談計画及び就学後の

支援計画を立案すること。 
 ○   
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18 通級指導学級の入級に関す

ること。 
  ○ 

学務保健課

長 

19 通級指導学級の退級に関す

ること。 
  ○ 

学務保健課

長 

20 児童・生徒数に応じた特別支

援学級学級編制の計画を立案

すること。 

  ○ 

  

21 特別支援学級学級編制につ

いて東京都教育委員会に届け

出ること。 

○   
学務保健課

長 

22 特別支援学級学区域の変更

について調査すること。 
  ○ 

  

23 特別支援学級学区域の変更

について立案すること。 
○   

学務保健課

長 

24 特別支援学級の事務執行に

ついて指導すること。 
  ○ 

  

25 特別支援学級の物品の購入・

物品の修繕、印刷等の依頼をす

ること。 

  ○ 

  

26 特別支援学級補助員の配置、

勤務条件、採用を決定するこ

と。 

  ○ 

  

27 特別支援学級補助員の循環

器、消化器、貧血検査を行うこ

と。 

  ○ 

  

28 就学奨励事務を処理するこ

と。 
  ○ 

  

29 スクールソーシャルワーカ

ーの事務に関すること。 
  ○ 

  

19 就学・転学相談を実施するこ

と。 
  ○  

  

20 教育支援委員会委員を依頼

すること。 
○    

  

21 教育支援員の研修を実施す

ること。 
  ○  

  

22 教育支援委員会を運営する

こと。 
  ○  

  

23 就学・転学相談資料を整理

し、管理すること。 
  ○  

  

24 特別支援教育の総合計画を

立案すること 
○    

  

25 特別支援教育協議会委員を

依頼すること 
○    

  

26 特別支援教育協議会を運営

すること 
  ○  

  

27 特別支援学級設置校長会を

招集し、運営すること 
  ○  

  

28 心身障害児に関する調査を

し、報告すること 
  ○  

  

29 児童生徒数の推計をもとに

特別支援学級の将来計画を決

定すること 
○    

  

30 特別支援教育協議会への協

議事項を決定すること 
○    

  

31 特別支援学級の見学及び体

験入学を依頼すること 
  ○  
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新 旧 

30 スクールカウンセラーの事

務に関すること。 
  ○ 

  

 

32 心身障害児にかかる学校施

設の改修に関する要望につい

て、調査を依頼すること 
  ○  

  

33 特別支援学級の年度計画を

立案すること 
○    

学務保健課

長 

34 特別支援学級の適正配置に

ついて調査し、資料を整備する

こと 

  ○    

35 通級指導学級の入級に関す

ること 
  ○  

学務保健課

長 

36 通級指導学級の退級に関す

ること 
  ○  

学務保健課

長 

37 児童・生徒数に応じた特別支

援学級学級編制の計画を立案

すること 

  ○    

38 特別支援学級学級編制につ

いて東京都教育委員会に届け

出ること。 

○    
学務保健課

長 

39 特別支援学級学区域の変更

について調査すること 
  ○    

40 特別支援学級学区域の変更

について立案すること 
○    

学務保健課

長 

41 特別支援学級の事務執行に

ついて指導すること 
  ○    

42 特別支援学級の物品の購入・

物品の修繕、印刷等の依頼をす

ること。 

  ○  

  

43 特別支援学級補助員の配置、

勤務条件、採用を決定すること 
  ○  

  



参 考 
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新 旧 

44 特別支援学級補助員の循環

器、消化器、貧血検査を行うこ

と 

  ○  

  

45 就学奨励事務を処理するこ

と 
  ○  

  

46 特別支援巡回相談を実施す

ること 
  ○  

  

47 スクールソーシャルワーカ

ーの事務に関すること。 
  ○  

  

48 スクールカウンセラーの事

務に関すること。 
  ○  

  

 

   付 則  

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

 


